
賃⾦アップ環境整備応援補助⾦【第四次募集】の
事務手続きについて

２．交付決定通知（交付申請受付から原則30日以内）

３．事業実施
○交付決定日以降に着⼿した事業が補助対象事業となります。
○事業を変更・中⽌・廃⽌する場合には県の承認が必要ですので、変更・中⽌・廃⽌
申請書を下記提出先まで郵送又は持参してください。

書類提出・問合せ先 鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用政策課
〒680-8570 鳥取市東町1-220 本庁舎7階

電話︓0857-26-7536 ファクシミリ︓0857-26-8169
電子メール ︓koyouseisaku@pref.tottori.lg.jp
ホームページ︓https://www.pref.tottori.lg.jp/koyouseisaku/

５．実績報告書の提出
（完了・廃⽌・中⽌から30日以内又は令和6年3月15日（⾦）のうちいずれか早い日まで）

４．事業完了（令和６年2月29日（木）まで）
○事業の完了とは、

の３つ全ての完了をいいます。

６．補助⾦額の確定通知（実績報告書の内容審査後）

７．補助⾦の⽀払（６．の通知送付から概ね2週間後）

○実績報告書の内容を確認し、補助⾦額を確定する通知を送付します。

○交付申請書の内容を審査し、交付決定通知を送付します。

★申請前に募集要領、補助⾦交付要綱等を御確認ください。

１．交付申請書提出（令和5年7月1日（⼟）〜12月31日（日））
○交付申請書は、必要書類とともに下記提出先に郵送又は持参していただくか、電子
申請で提出してください。

○実績報告書は、必要書類とともに下記提出先に郵送又は持参していただくか、電子
申請で提出してください。

計画事業の実施 補助対象経費の⽀払 賃⾦引き上げ

★また、⼿続きを円滑に進めるため、申請内容等の事前相談に応じますので、
お気軽にお問い合わせください。


